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（１）第７次エネルギー基本計画 抜粋
（２）GX2040ビジョン 概要



第７次エネルギー基本計画（令和７年２月18日閣議決定） 抜粋

2

• 令和3年10月に策定した第6次計画以降の本国を取り巻くエネルギー情勢の変化を踏まえつつ、
エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現を目指して「GX2040ビジョン」及び「地
球温暖化対策計画」と同時に閣議決定。

• 第７次エネルギー基本計画では、エネルギー安定供給の確保に向けた投資を促進する観点か
ら、２０４０年やその先のカーボンニュートラル実現に向けたエネルギー需給構造を視野に
入れつつ、Ｓ＋３Ｅの原則の下、今後取り組むべき政策課題や対応の方向性をまとめている。

（２）省エネ・非化石転

 足下、DXやGXの進展による電力需要増加が見込まれており、半導体の省エネ性能の向上、光電融合など
最先端技術の開発・活用、これによるデータセンターの効率改善を進める。工場等での先端設備への更新
支援を行うとともに、高性能な窓・給湯器の普及など、住宅等の省エネ化を制度・支援の両面から推進す
る。トップランナー制度やベンチマーク制度等を継続的に見直しつつ、地域での省エネ支援体制を充実さ
せる。

（１）2040年に向けた政策の方向性

 すぐに使える資源に乏しく、国土を山と深い海に囲まれるなどの我が国の固有事情を踏まえれば、エネル
ギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入するととも
に、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれた電源構成を目指していく。
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（３）脱炭素電源の拡大と系統整備

＜再生可能エネルギー＞
 再生可能エネルギー導入にあたっては、①地域との共生、②国民負担の抑制、③出力変動への対応、④イ

ノベーションの加速とサプライチェーン構築、⑤使用済太陽光パネルへの対応といった課題がある。
 これらの課題に対して、①事業規律の強化、②FIP制度や入札制度の活用、③地域間連系線の整備・蓄電池

の導入等、④ペロブスカイト太陽電池（2040年までに20GWの導入目標）や、EEZ等での浮体式洋上風力、
国の掘削調査やワンストップでの許認可フォローアップによる地熱発電の導入拡大、次世代型地熱の社会
実装加速化、自治体が主導する中小水力の促進、⑤適切な廃棄・リサイクルが実施される制度整備等の対
応。

 再生可能エネルギーの主力電源化に当たっては、電力市場への統合に取り組み、系統整備や調整力の確保
に伴う社会全体での統合コストの最小化を図るとともに、次世代にわたり事業継続されるよう、再生可能
エネルギーの長期安定電源化に取り組む。

＜次世代電力ネットワークの構築＞
 電力の安定供給確保と再生可能エネルギーの最大限の活用を実現しつつ、電力の将来需要を見据えタイム

リーな電力供給を可能とするため、地域間連系線、地内基幹系統等の増強を着実に進める。更に、蓄電池
やDR等による調整力の確保、系統・需給運用の高度化を進めることで、再生可能エネルギーの変動性への
柔軟性も確保する。

（４）次世代エネルギーの確保/供給体制

 水素等（アンモニア、合成メタン、合成燃料を含む）は、幅広い分野での活用が期待される、カーボン
ニュートラル実現に向けた鍵となるエネルギーであり、各国でも技術開発支援にとどまらず、資源や適地
の獲得に向けて水素等の製造や設備投資への支援が起こり始めている。こうした中で我が国においても、
技術開発により競争力を磨くとともに、世界の市場拡大を見据えて先行的な企業の設備投資を促していく。
また、バイオ燃料についても導入を推進していく。

 また、社会実装に向けては、2024年5月に成立した水素社会推進法等に基づき、「価格差に着目した支
援」等によりサプライチェーンの構築を強力に支援し、更なる国内外を含めた低炭素水素等の大規模な供
給と利用に向けては、規制・支援一体的な政策を講じ、コストの低減と利用の拡大を両輪で進めていく。
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